
バンクオブアメリカの紙調達方針 

 
バンクオブアメリカは、環境の適切な管理に責任を持つことがビジネスを行う上での不可欠な要素

であると考えています。環境を健全に保つことは私たちの生活の質に影響するだけでなく、持続可能

な経済活動の基盤の一部でもあります。したがって、環境への配慮が経済的な意思決定とより一層密

接に関連するようになっています。バンクオブアメリカは、とりわけ廃棄物と消費量の削減・気候変

動への取り組み・生物多様性の保護を柱に、環境の適切な管理を事業運営に取り入れることに最大の

努力を払っています。 
 
金融サービスを提供するための主要素材が紙であり、私たちが購入する紙の大半は森林から得られ

ること、また、森林を生態的に健全に維持することは私たちの環境管理方針に合致することから、バ

ンクオブアメリカは以下の紙調達方針を策定しました。森林は気候を調整し、生物多様性を支え、文

化・地域社会1・森林に依存した経済を支えることを助ける極めて重要な機能を果たしています。 
 
当行の紙調達方針は、以下の方策によって生態的に健全な森林を維持することを目指します。 

 
・ 調達量の削減とリサイクル－当行は森林資源の需要を削減するため、これまでの方針にしたがい、

バージン原料を含む紙製品の使用を最小限に留めます。 
・ 持続可能な森林施業－バージン原料を含む紙製品を調達する場合、当行は供給者に対して、その

原料が調達される森林資源が環境にとって望ましい施業によって管理されていることを保障する

よう求めます。 
・ 地球上から失われる恐れがある森林(Endangered Forests)の保全－当行は紙製品の供給者に対し
て、人間や経済活動によって脅かされている森林を特定し、それを適切に管理することを求めま

す。 
 

2005 年 4 月 1 日以降結ばれる紙製品の購入に関わる新規契約および既存契約の更改に当たって、
バンクオブアメリカは以下の方針を適用します。この方針は紙製品の購入に関わる供給者と当行の直

接の契約に限定されるものではありません。当行は、物品やサービスの第三者供給者に対しても、環

境に配慮したビジネスを実践することを奨励します（以下のセクション I.C参照※）。 
 
I. 調達量削減とリサイクル 
 

A. コスト・品質・その他業務上の要件を満たす場合、当行は紙製品の購入量（重量）を最小に
留める。軽量化などの最善の調達の実施、業務プロセスのデジタル化などの社内業務の取り

組み、オンラインバンキングの利用者に対して紙による明細書の代わりに電子明細書の提供

を可能にするといった顧客への提供サービスの充実などにより、この目標を実現する。 
 
B. コスト・品質・特徴などが要件を満たす場合、市中回収古紙を利用した紙製品の購入量を最

大限にする。当行では、2006 年までに､市中回収古紙の利用率が 20％以上の紙製品の比率
を全購入量の 90％にするという目標を設定した。再生紙購入に関する数値指標は、当行の
年次サステイナビリティ報告書に掲載する。 

 
C. 安全な文書廃棄プログラムの一環として、内部で使用した紙および外部から受け取った紙を

リサイクルする。 



 
D. バンクオブアメリカと物品やサービスを提供する契約を結ぶすべての供給者に対し、その契

約の効率的な履行を妨げない限りにおいて、再生紙製品の利用および該当するその他の環境

保全に役立つ方針と手法を実行し、遵守することを奨励する。 
 
II. 森林施業 
 

A. 当行は違法伐採2に協力したり、違法伐採から得られた木材製品を購入する企業と、その事

実を知りつつ取引しない。当行への紙製品の供給者は、木材伐採の管理に適用される法律や

規制を遵守し、第三者供給者も適用される法律や規制を遵守していることを保証しなければ

ならない。 
 

B. 自ら所有あるいは管理する土地において、いかなる規模であれ、保護価値の高い森林3や天

然林生態系4を植林やプランテーションに転換する事業者と当行の供給者が提携しないよう、

当行は供給者を管理する。 
 

さらに、当行は供給者5に対し、その供給者に紙原料を供給する第三者供給者が、保護価値

の高い森林や天然林生態系の保全をすすめるため、上記の転換に関わる要求に従うよう監視

し働きかけることを求める。 
 

C. 紙製品の供給者は、所有あるいは管理するすべての森林について、持続可能な森林管理手法
を採用していることを証明する第三者認証を取得するよう求める。 

 
D. 当行に紙製品を供給する全ての供給者は、その製品の製造に使われるあらゆる紙原料の原産

地が確実に把握でき、法律や方針の要件を遵守していることが監視できる調達手続きを実行

していることが求められる。供給者は当行の要求に応じて、自社の調達手続きを明示した文

書かその手続きによって作成された原料の来歴を示すデータ、あるいはその両方を提出しな

ければならない。当行は供給者が以下のことを保障することを求める。 
 

i. 第三者供給者から調達したすべての紙原料が、持続可能な手法で伐採6されていること。

持続可能な方法で伐採が行なわれていることを証明するため、供給者は第三者供給者の

伐採作業を監査すること。当行の要求にしたがい、供給者は監査システムの文書と監査

の結果を提出しなければならない。さらに、供給者はそのサプライチェーンの全過程に

おいて、持続可能な伐採施業のための伐採業者のトレーニングを積極的に進めることが

求められる。供給者は第三者供給者と協力して、最低 90％以上の紙原料が、一つの伐
採チームにつき少なくとも一人が持続可能な伐採施業7の訓練を受けている伐採地から

供給されているようにする。供給者はこうした要件が遵守されていることを監視し、報

告しなければならない。また、当行は長期にわたりこうした実行状況が改善されるよう

奨励する。 
 

ii.  供給者の自社製品も仕入れ製品も、自社の事業からのものか第三者からのものであるか
を問わず、遺伝子組換え生物8によって得られたものであってはならない。 

 
III. 地球上から失われる恐れがある森林(Endangered Forests)の保全 
 



A. バンクオブアメリカは紙製品の供給者に対し、自社の事業からのものか第三者からのもので
あるかを問わず、自社製品も仕入れ製品も、以下の森林から得られたものではないことを保

障することを求める。 
 

i. 原生の熱帯湿潤林9,10 
ii.  独立した第三者機関の監査により、持続可能な林業によって管理されていることが証明

されていない温帯あるいは亜寒帯地域の原生林 
 

B. 当行は、紙製品の供給者に対し、供給者が所有あるいは管理するすべての土地に関して、保
護価値の高さを評価し、管理状況がその森林の特性を維持または促進するものであると適切

な専門的知識を有する独立した第三者機関によって証明された場合を除き、保護価値の高い

地域から紙原料を得ることを控えるよう求める。 
 

C. 当行への紙製品の供給者は、管理状況がその森林の保護価値を維持または促進させている場
合を除き、いかなる形であれ保護価値の高い森林から得られた紙原料を使用しないよう、第

三者供給者と協力することが求められる。供給者はこの目標を達成するための管理計画を当

行に提出しなければならない。その計画には計測可能な期限付きの目標が記載されていなけ

ればならず、供給者はその目標に対する達成状況を定期的に報告することが求められる。 
 
条件を遵守できない場合や虚偽の報告がなされた場合は、購入契約の諸条件に違反しているとみな

し、適切な対応を行なう。バンクオブアメリカは供給者に対して、上記の条件を遵守するための代表

者の選定と保証を求める。 
 
バンクオブアメリカのその他の活動 
 
 紙製品の供給者とともに上記の方針の遵守を確かなものにすることに取り組むことに加え、当行は

供給者に対して、環境対策の遂行への期待を上回ることを継続的に努力するよう奨励します。当行は、

コスト・質・特徴が要件を満たす場合は、環境面において優れた製品や供給者から優先的に購入しま

す。 
 
 環境に好ましい紙の供給を増やし、値ごろ感を高めることに貢献するために、バンクオブアメリカ

はメタフォーのプロジェクトであるペーパーワーキンググループに 2004 年に参加しました。このグ
ループでは、環境に好ましい紙を定義し、紙製品のあらゆる側面の環境面の特性を評価することがで

きる、原料調達のためのツールを開発しています。 
 
 特別な管理上の注意を払う必要のある繊細な森林地域を特定することに貢献するために、バンクオ

ブアメリカは世界資源研究所のグローバル・フォレスト・ウォッチの取組みによる手付かずの森林

(intact forest landscape)11の地図の開発に対して財政支援を続けることを表明しています。 
 
 バンクオブアメリカは、この方針の実行を成功させるためには、すべての利害関係者への透明性、

関係する社員の適切なトレーニング、定期的なサステイナビリティ報告書の発行が必要であると考え

ています。当行は、Global Reporting Initiative (GRI)の枠組みに従って環境に関するデータを報告
します。 
 
 



 
                                                 
1 地域社会とは、森林や植林地の内部または近くに住み、それに大きく依存している人々の幅広いグループを表す。 

2 違法伐採は、地方および国の法律に違反した木材伐採が行なわれている場所で発生する。違法伐採には、a)森林を利
用するために不正手段を用いること、b)認可を得ていない伐採または法的に許可されていない地域の伐採、c)保護され
ている樹種の伐採、認可量を超えた伐採、法律によって認可された森林管理計画の違反などがある。違法伐採に関連

する問題は、生物多様性条約等の国際条約によって何らかの方法で取組みが行なわれてきたにもかかわらず、国際法

にはまだ記載されていない。 

3 保護価値の高い森林とは、この方針においては、次の特徴の少なくともひとつを持つものであると考える。すなわ
ち、顕著な生物多様性または原生自然の価値、希少または絶滅に瀕した種や生態系、水源涵養や清潔な飲料水などの

地域社会の基本的なニーズ（生存、健康）を満たすために必要不可欠な生態系の機能である。バンクオブアメリカは、

ネイチャーサーブ、ザ・ネイチャー・コンサーバンシー、コンサベーション・インターナショナル、WWFなどの全
国的、国際的に知られた保護団体とともに保護価値の高い森林地域を特定し、評価することを支持するよう、供給者

を指導する。 

4 天然林生態系には、これまで森林であり、長期間継続的に森林であり続けた森林地域（すなわち、この 2世紀にわ
たるいずれの時も農業や他の森林以外の利用が行なわれたことのない森林）で、現在の森林のタイプが自然の力によ

って発生したもので、自然によってかく乱された可能性のあるものがあげられる。 

5 供給者が行なっているか参加している土地所有者アウトリーチプログラムを含む。 

6 持続可能な伐採施業には、少なくとも地表水保持、またアメリカ国内においては、各州の林業最善管理施業の遵守
が含まれる。また、持続可能な伐採施業には、生態環境および野生生物の管理と森林景観への配慮が含まれるべきで

ある。 

7 アメリカおよびカナダ以外の持続可能な伐採施業の第三者認証トレーニングが行なわれていない国においては、伐
採操業と（または）森林所有者は、持続可能な伐採施業が行なわれることを保証するために、環境保護団体と協力す

ることが求められる。 

8 遺伝子組み換え生物(GMOs)は、ひとつあるいは複数の特定の遺伝子が意図的に組み込まれたか取り除かれた生物と
ここでは定義する。家畜化、選別等の品種改良などの伝統的方法によって作られた生物は、この方針においては遺伝

子組み換え生物とはみなさない。さらに、紙製品によく用いられるコーンスターチなどの遺伝子組み換えされた非木

質原料は、この方針は適用されない。 

9 原生林とは、過去 80年かそれ以上の間、商業的規模の人間活動によって本質的に手を加えられたことのない、比較
的手付かずの天然林である。 

10 熱帯湿潤林とは、3年間のうち 2年間毎月 100mm以上の降雨があり、年間平均気温が 24℃以上の地域の森林であ
る。 

11 手付かずの森林(intact forest landscape)とは、グローバル・フォレスト・ウォッチが 2003年に発行した報告書「カ
ナダの大規模な手付かずの森林」において、「森林生態地域における連続的な自然生態系の集合体で、本質的に人間の

影響を受けていないもの。樹木の生えている地域と元来樹木のない地域の両方が含まれる。手付かずの森林は、自然

の生物多様性や生態上の過程を含み、また支え、そして周辺地域における人間によるかく乱に対する緩衝としての役

割を果たすのに十分な広さを持つもの」と定義されている。 

 
※訳者注：「セクション I.C」は原文どおりだが、「セクション I.D」の誤りと思われる。 
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